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エース税理⼠法⼈ 
 
 

新型コロナウイルス緊急事態宣⾔に伴う臨時休業のお知らせ 
 
 
平素は格別のご⾼配を賜り厚く御礼申し上げます。 
新型コロナウイルス感染が拡⼤しているなか、政府・⾃治体からの緊急事態宣⾔および外
出⾃粛要請もあり、現状の深刻さを真摯に受け⽌め、下記のとおり休業することといたし
ましたのでお知らせいたします。 
 
【休業予定期間】 
 令和 ２年 ４⽉ ８⽇（⽔）〜 令和 ２年 ４⽉ ２１⽇（⽕） 
  
※新型コロナウイルス感染症の拡⼤の状況、政府・⾃治体からの要請等により、休業期間
は変更される可能性がございます。その場合には当社 HP 等にて随時お知らせいたします。 
 
尚、臨時休業中に頂きましたメールや FAX、送付資料につきましては営業⽇になりました
ら順次対応させて頂きます。 
 
２⽉、３⽉決算のお客様につきましては個別に対応させていただきますが、資料が揃って
いるお客様を優先させて頂きますので、ご了承ください。 
 
通常対応の⽬処が⽴ちましたら、再度ご連絡をさせていただきます。 
皆さまには、ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協⼒の程、宜しくお願いいたしま
す。 
 
 


